
議 案 第 ７３ 号

摂津市長期継続契約に関する条例制定の件

摂津市長期継続契約に関する条例を次のとおり制定する。

令和５年１２月４日提出

摂津市長 森 山 一 正

提案理由

長期継続契約に関する事項を定めるため、本条例を制定するものである。

摂津市長期継続契約に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

１７の規定に基づき、市が締結する長期継続契約（地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２３４条の３に規定する契約をいう。以下同じ。）に関し必要な事項を

定めるものとする。

（長期継続契約を締結することができる契約）

第２条 地方自治法施行令第１６７条の１７の条例で定める契約は、次に掲げるものとする｡

⑴ 次に掲げる物品を借り入れる契約

ア 電子計算機（これに付随する周辺機器を含む。）

イ 複写機又は印刷機

ウ 車両

⑵ 庁舎その他の施設の警備、清掃等の施設管理に関する契約

⑶ 電気設備の保守点検又は運転監視に関する契約

⑷ 機械設備の保守点検又は運転監視に関する契約

⑸ 前各号に掲げるもののほか、役務の提供を受ける契約で、長期継続契約を締結

しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすもの

（長期継続契約の期間）

第３条 長期継続契約における契約期間は、５年以内とする。ただし、市長が必要と

認めるときは、この限りでない。

（委任）

第４条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、市長が定める｡

附 則

この条例は、公布の日から施行する。


